
規制の名称 準中型自動車免許の新設
担当部局

評価実施時期 平成27年３月
規制の目的、内容及び必要性等

法令の名称・関連条項とその内容

想定される代替案

規制の費用 代替案の場合
（遵守費用）

　代替案については、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満の自動車を運転する
者は、新たな法的義務を課されるものではないため、遵守費用は想定されな
い。

（行政費用） 　運転者管理システムの改修等に係る行政費用が発生するほか、貨物自動
車の運転に係る教習に係る広報、カリキュラムの策定等の行政費用が発生
する。

（その他の社会的費用） 　自動車教習所においては、貨物自動車の運転に係る教習車両の調達等の
費用が生じる。

規制の便益 代替案の場合
　車両総重量7.5トン未満の自動車を18歳以上で運転できることとなるが、車
両総重量3.5トン以上7.5トン未満の自動車を運転する者が貨物自動車の運転
に係る教習を受けるとは限らず、交通事故の抑止効果は期待できない。

有識者の見解その他関連事項

レビューを行う時期又は条件
備考

政策評価の結果
（費用と便益の関係の分析等）

　改正案では、一定の費用は生じるものの、便益の面では、準中型免許の取得に当たって貨物自動車に係る試験・教習等を実施することにより交通事故の抑
止効果が期待できることから、費用以上の便益があるものと評価することができる。また、改正案と代替案を比較すると、費用の面では両者ともほとんど差が
ないのに対し、便益の面では、代替案よりも改正案の方が、3.5トン以上５トン未満の自動車に係る交通事故を未然に防ぐ効果が期待される。したがって、代替
案よりも改正案を選択することが妥当であると評価することができる。

規制の事前評価書（要旨）

警察庁交通局運転免許課

　現在、普通自動車免許（以下「普通免許」という。）により、車両総重量が５トン未満の自動車（3.5トンを超えるとほぼ全て貨物自動車であり、近距離の配送で
用いられる多くの貨物自動車が含まれている。）を運転することができることとされている。
　この点、交通事故実態をみると、車両総重量3.5トン以上５トン未満の自動車に係る１万台当たりの死亡事故件数（平成20～23年の平均）は3.5トン未満の自
動車の約1.5倍となっているなど、3.5トン以上５トン未満の貨物自動車に係る対策が課題となっている。この要因としては、普通免許の取得時においては、試験
車両等にセダン型の乗用車が用いられているため、普通免許の取得者が貨物自動車の特性を理解しないまま、多くの貨物自動車を運転することができること
によるものと考えられる。他方、近年、これまで車両総重量５トン未満であった最大積載量２トンの貨物自動車（集配等で利用頻度の高い物流の中心的な役割
を担っているもの）が、保冷設備等の架装により、車両総重量が５トンを超え、中型自動車に該当してしまうことが多くなっている。そのため、中型自動車免許
（以下「中型免許」という。）の受験資格は20歳以上であることから、高等学校を卒業して間もない若年者がこの種の自動車を直ちに運転することができず、こ
のような者の就職にも影響を及ぼしているという声が上がるなど、社会実態に応じた運転免許制度の見直しが求められているところである。
　そこで、交通事故実態等を踏まえつつ、このような社会的要請にも応えた制度とするため、車両総重量が3.5トン以上7.5トン未満の自動車を準中型自動車と
して区分し、同自動車を運転するには準中型自動車免許（以下「準中型免許」という。）を要することとする。また、当該免許の受検資格は18歳以上とし、当該
免許に係る試験、教習等については貨物自動車で行うこととする。

現行の道路交通法（昭和35年法律第105号）第３条（自動車の種類）、第84条（運転免許）、第85条（第一種免許）、
第88条（免許の欠格事由）、第90条の２（大型免許等を受けようとする者の義務）、第96条（受験資格）、第97条（運
転免許試験の方法）及び第108条の２第１項第４号（講習）並びに道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60
号）第２条（自動車の種類）、第24条（技能試験）及び第33条（教習の時間及び方法）

　車両総重量3.5トン以上7.5トン未満の自動車を運転する者に対し、貨物自動車に係る運転に必要な知識・技能の向上を目的として、自動車教習所において
貨物自動車を用いた教習を受けることを推奨するとともに、普通免許で運転できる自動車の車両総重量の上限を５トン未満から7.5トン未満まで引き上げるこ
ととする。

各要素の費用

　平成25年９月から平成26年７月にかけて「貨物自動車に係る運転免許制度の在り方に関する有識者検討会」（座長：前田雅英首都大学東京法科大学院教
授）において、貨物自動車に係る運転免許制度の在り方に関して幅広く検討が行われ、平成26年７月に報告書が取りまとめられたところ、同報告書において、
本規制の導入を検討するべきである旨の言及がなされている。

本規制によってもなお交通事故の抑止が困難な情勢に至った場合等必要と認められる時期にレビューを行う。

　車両総重量3.5トン以上５トン未満の自動車を運転しようとする場合、準中型免
許を受けることに伴う負担が生じるが、準中型免許を受ける場合の手続は現行
の普通免許や中型免許を受ける場合と変わりなく、新たな遵守費用はほとんど
生じない。

　運転者管理システムの改修等に係る行政費用が生じる。

　準中型免許に係る教習を行おうとする自動車教習所においては、準中型免許
の新設に伴う教習車両の調達等の費用が生じる。

各要素の便益
　準中型免許の取得に当たって貨物自動車に係る試験・教習等を実施すること
で交通事故の抑止効果が期待できる。また、車両総重量５トン以上7.5トン未満
の自動車を準中型免許（受験資格：18歳以上）で運転できることとなる。


